
　　<カリキュラム>

お問い合わせ先
ＴＥＬ:025-232-7611

新潟労働局長登録教習機関 〒９５０-１１９５

新潟県新潟市西区山田２３０７-１０８

ＦＡＸ:025-232-7612

【改正の背景】
建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内蔵の損傷や胸部等の
圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関る災害が発生しています。
また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数個所で保持するフルハーネス型
安全帯が採用されています。
厚生労働省では、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直す
とともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化することとなりました。
政令は、２０１９年（平成３１年）２月１日から施行となりました。

●受講料／１４，０００円（テキスト代、税込） ●受講対象／満１８歳以上

●定員／２０名 ●電話でお申込み下さい。

令和７年８月８日（金）６時間
８：３０受付け、９：００開講、１６：２０閉講

◆「墜落制止用器具」への名称変更（安衛令第１３条）
◆墜落による危険の防止（安衛則第１３０条の５等）
◆特別教育（安衛則第３６条、特別教育規定第２４条）

注）弊教習センターでは一部免除のコースは開催しておりません。

出張講習のご案内

和同新産センタービル
新潟県長岡市新産2-1-4

新潟教習センター


